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公的研究費は、各研究目的のために配分された予算内で計画的に執行するようにして下さい。 

複数の予算を合算して使用することは出来ません。ただし、外部資金の使用上のルールにより、合算可

能となる場合を除きます。 

例：科学研究費での用務と個人研究費での用務が明確に分かれている場合の旅費。 



  
 

                              
 

 

        
 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

  
   

 
 
   
    
    

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

    
 

 
       

       
                       

 

 
 

 



  
 

                                 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 
 

 
  

 

 

  

  
 

  
 

 
 

 



  
 

             
  

 
                                                                  

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
    
    
    
    
  
    
    
 

                                  
 
 

      
  

          
 

 

  
  

   



  
 

                                          
 

                                          
 
 

 
 

 
  

 
       

   
    

       
  

       
         

                         
             

                             
                   

                             
                     

                              
                             
                              
                           
 

 
 
    

 
   
   

 
 
 

 
 

 

 

 

 



  
 

  
   

 
      

 
 

 

 
      
 

  
 

 

   
  

 
 
 

        
 

 

  
 

 

 

 
 

 
  

 
 

   
  

 

  
 

 

 

       
     
     

 

 

   
 

    
 

     

 
   
 

  
 

    
 

 
 

 
  

 
 

    

   

 
 

 

 

   
  

 
   
  

 
   

 
 
 
 



  
 

  

 
 

     
  

 
 

 
  

 
 

  
       

 
 

 
  

 
 

        
 

  
  

        

 
 

                        

                        

                       

                        



  
 

                        

                        

                       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                       

                   

 
 
   

  
 
  

 
 

  
   

 
 

  



  
 

 

 
 

  

 

 
  



   

 

 
 

 
    

 

 
    

 

 
    

  

  



   
 

  
 

 
  

 

 
 

 
 

  
    

  

 

 
 

  

 
 

  
    
   

 
    
 

   
    

 

       
 

 
 



   
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 
 

  

 

 

 

  
  

 
 

 

 
  

  

 
 

  

 
 

  



   
 

 
 

 
 

 

 
   
  

 
   

 
 

 
  



   
 

 
                                       

   

   
            

 
 

 
      

     
   

    
     

    
     

           
  

     
    

   
      
     

   
       
     
     
 

 

   

 

 
   

   

 

 

    

 
 

 
  

 
   

     



   
 

 
 

 
 

  
      

 

 
 

  
        

  
   

    

  

 
  

 

 

 

 
   

 
 

  
       

 
              



   
 

 

        

 
 

 

   

 
 

 

 
   

   

 

 

    

 
 

 
   

 
 

     

 
 

 
  

 
   

 
  

  
        

        
        

 

 
  

  
          

 
  

      
       



   
 

 
 
 

  
   

 
    
 

  
 

 
 

  
   

 
 
  



   
 

  
 

 
 

 
  

       
 

 

             

 
 

 
 

 
 
     

 
      

 
   

 

     

                 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



  

                                      

     

     

     

     

     

   

  

   

  

  



   
 

 

              
  

 
               

              
        

 

 

 

 
 

 
 
  

 
 

 

 

 
 

    
      
        
       

 
 

 
 



   
 

   

 
 
     
      

 
     
       
 

  

 
 

 
  

 

 
 

  
  

 
 
  



   
 

                            
 

  
 

 
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

 
  

   
 

 
  

 
  

    
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
     

   

   

     

   

     

   

  

   

  

  
 

 

 



   
 

                                      
 

  
       

    
       

  
 

   
        

 
    

  
     
   
   

  

 

  
     
   
   

  

     
   

 
   

 

 
 

 

 

 
  

 
   

 

   
 

  

  

 
 

 
 

   

   
   

  
 

    

 

 
   
   

  



   
 

 

 
 

 
  

 
 

  
  
  

  
  

    
 

  
 

       
   

       
  

 
  

    
  

 
 

  

 
 

     
 

   

 
         

  

 



   
 

                                         
 

 
  

 

 
 

  
   

  
  

   
   

  
   
   

      
    

       
  

 
 
 
 
 

  
  

 

   

  

 

   

     

  

 
     

 
     

 

 

   
   

 
 



   
 

 
   

  
 

  

  
 

   
   

 
 
 

    

  

 

  

  
 

 
 

 
 

 
  

 

    

  

 

  

  
 

 
 

   

     

 

 
 

     
   

 
   

 

     
   
  

 

 

 
     
   

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 
 

 
        

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
  



   
 

                                      
 
   

  
   

         
    

 
 

 
 
         

   
 

 
   

    
       

  
       

  
                     
             

   
  

       
  

       
  

      
 

               
 

  
 

  
 

      

    
 

 
 

 
 



   
 

 
  

 
 

 
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

 
      

 
 

  
  

 
 

 
                 
                    
                     

 
 

     
       

   
 

 
  



   
 

  
 
 

  
  

 
      

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

                                          
   

 
  

 
  

 
 

  
  

     
  
  
  
  

   
  

     
  

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
    
  

 
   

 
 

  
     

   



   
 

   
  

 
 

 
                               

 

 
 

                                   

 
 

                                   
 

 
                               
 

  
 

  
  

 
  

 

 
 

  
 
 

 


